
 

 

 

 

 

 

「首都圏年内就職応援キャンペーン 2013」の実施について 

～失業による住居・生活困窮者等に対する再就職支援を強化します～ 

 

東京労働局（局長 伊岐 典子）は、首都圏労働局（埼玉、千葉、神奈川局）と連携し、

平成 25 年 12 月を「首都圏年内就職応援キャンペーン 2013」とし、住居・生活困窮離

職者が、一人でも多く年内に就職できるよう以下のような取組を実施します。 
 

 

 

  住居・生活困窮者に対して、東京、埼玉、千葉、神奈川局と連携し、キャンペーン期間

中にハローワークで実施する各種就職支援事業や住居・生活支援窓口における就職支援サ

ービスについて周知広報を行い、支援が必要とされる方をハローワークに誘導し、ハロー

ワークにおいて様々な支援を実施します。 

 

 

 

１ ワンストップ・サービスの周知広報の強化 

  ハローワークでは、住居・生活支援窓口において、地方自治体の関係機関との連携により第二

のセーフティネット支援施策に関する相談や誘導を行っていることを「首都圏年内就職応援キャ

ンペーン 2013」（以下、「キャンペーン」という。）期間中に、リーフレットの配付、地方自治体

の広報誌等への掲載、ホームページの掲載等を通じて周知・広報を強化します。 
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※ハローワークの「住居・生活支援窓口」をご利用下さい。 

 都内 17ヵ所のハローワークには、仕事とともに住居を失ったり、生活に困窮している離職者の方々に、

ワンストップで様々な支援を行う窓口があります。主な支援内容は以下の通りです。 
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ハローワークで実施する主な内容 



 

２ 就職支援の実施 

（１）就職に向けての職業相談・職業紹介の実施 

   住居・生活支援窓口において、就職支援ナビゲーター等（専門の相談員）による担当制での

計画的な就職支援を行います。また、再就職に向けて職業訓練の受講が必要な方については、

求職者支援訓練等の案内・あっせんを行います。 

 

（２）就職支援セミナーの開催 

   住居・生活困窮者の就職に向けて、就職意欲の喚起や応募書類の書き方、面接時のアドバイ 

スなど就職活動のノウハウを付与するための就職支援セミナーを開催します。 

 

（３）就職面接会等の実施 

   ハローワークにおいて就職面接会を開催し、直接面接のできる場を提供します。 

 

（４）求人情報の提供 

   「寮付き求人・住込み求人・日払い求人・短期アルバイト求人・直接面接可能な求人」など

の求人情報をハローワークにおいて提供する外、福祉事務所・社会福祉協議会等関係機関に

おいても提供します。 

 

３ 実施期間 

  平成２５年１２月２日（月）から１２月２７日（金）まで 

 


